
 

長 介 保 号 外 

令和 8 年 6 月 11 日 

 

長崎市介護支援専門員連絡協議会会長 様 

 

長崎市福祉部介護保険課長 

（公印省略） 

 

令和 8 年度介護保険料納入通知書の発送に伴うご協力について（依頼） 

 

梅雨の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、長崎市の介護保険事業運営に格別のご厚誼を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、長崎市では、65 歳以上の介護保険第１号被保険者の方に対して、令和 8 年

度の介護保険料納入通知書を送付することとしております。 

つきましては、ご利用者様より保険料に関する問い合わせがあった場合には、長

崎市介護保険課あて連絡のご案内をしていただく等、ご対応方よろしくお願いしま

す。（来庁される場合は本庁 1 階福祉の相談窓口（12 番）をご案内ください。） 

 

 

発 送 日   特別徴収者用（年金天引きの方・口座振替の方） 

令和 8 年 6 月 12 日（金） 

普通徴収者用（納付書により各自で納めていただく方） 

令和 8 年 6 月 15 日（月） 

発送総数   約 13 万 6 千通 

うち特別徴収者用（年金天引きの方・口座振替の方） 

約 12 万 6 千通 

うち普通徴収者用（納付書により各自で納めていただく方） 

約 1 万通 

 送付書類   別添のとおり 

 

 

 

長崎市福祉部介護保険課保険料係 

内線 4161～4164 

直通 095-829-1163 
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国民健康保険に
加入している方

職場の医療保険に
加入している方

期間に応じて次のような措置がとられます。
納付書で納める方はご注意ください。

※利用者負担1割または2割の方は3割、3割の方は4割となります。

２年以上
滞納した場合

Q
介護保険料

加入している医療保険によって
異なります

40～64歳の方（第2号被保険者）の場合

国民健康保険料（税）の算定方法と同
様に、所得や資産などに応じて世帯ご
とに決まります。

加入している医療保険ごとに設定され
る介護保険料率と給料（標準報酬月額）
および賞与に応じて決められます。

医療分と介護分を合わせて、国民健康
保険料（税）として世帯主が納めます。

医療保険の保険料と介護保険料を合
わせて、給料および賞与から差し引か
れます。

A＆Q A

滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられる※ほか、高額介
護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなく
なります。

災害などの特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免などを受けられる場合もありますので、市区町村の窓口へご相談ください。

・ 納め方決め方

納め方

決め方

保険料を納めないとどうなるの？

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部
が一時的に差し止めとなる措置がとられます。
なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引か
れる場合もあります。

１年６ヵ月以上
滞納した場合

＊支払い方法の変更が介護保険証に記載されます。

１年以上
滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により
後で保険給付（費用の9割、8割または7割）が払い戻されます。

65歳以上の方の保険料は、市区町村ごとに必要な介護サービス費用をまかなうために算出された
「基準額」をもとに、所得段階に応じて決定されます。

介護保険の運営に必要な財源は、国・都道府県・市区町
村が半分を負担し、残りの半分を介護保険加入者が保険
料として負担しています。

令和６～８年度の
介護保険料額は次のとおりです

％
公費

50
国・都道府県・
市区町村の負担金

12ヵ月

介護保険料の納付にご協力ください!!

介護保険の加入者

私たちのくらしを支える介護保険は、40歳以上の介護保険加入者が保険料を
出し合い、介護を社会全体で支える保険制度です。
みなさんが納める保険料は、制度運営にかかせない大切なものです。
制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力をお願いします。

のお知らせ介護保険料のお知らせ介護保険料

■65歳以上の方 （第1号被保険者）

■40～64歳の方 （第2号被保険者）

介護保険料は大切な財源です

65歳以上の方（第1号被保険者）の保険料の決め方

基準額
（月額）

＊保険料額は、市区町村のサービス提供状況などによって決まり、その額は3年ごとに見直されます。

市区町村の
介護サービスの
総費用

財源における
65歳以上の方
の負担分（23％）

市区町村の
65歳以上の
人数×＝ ÷ ÷

介護保険料のポイント

％

2323
65歳以上の方
の保険料

40～64歳の方
の保険料

2727

％

令和8年度

第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）に必要な費用を
まかなうための財源となります。

長崎市介護保険課　☎（095）829-1163890018
26E

＊当リーフレットの内容は、令和8年3月時点の厚生労働省資料等をもとに作成
しております。今後、厚生労働省の審議会等や政省令等の公布により内容が
変更になる場合があります。

みなさんが納める保険料は、制度運営にかかせない大切なものです。
制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力をお願いします。

職場の医療保険に

期間に応じて次のような措置がとられます。



＊特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。 保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます

市区町村から送付される納付書の納期に従って個別に納めます

年金の年額が18万円以上（月額1万5千円以上）の方 年金の年額が18万円未満（月額1万5千円未満）の方

など

年額18万円以上でも、
こんなときは市区町村へ自分で納めます

●保険料納付書
●預（貯）金通帳
●印かん（通帳の届出印）

●支払のたびに窓口に行く
　必要はありません。
●自動引き落としで払い忘れ
　がありません。

口座振替なら
便利・安心

手続き
これらを持って
市区町村指定の
金融機関へ

年金の金額によって
変わります

年金の定期払い（年6回）の際に、あらかじめ差し引かれます。

4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます（仮徴収）。

10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料額
から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます（本徴収）。

年度の途中で65歳になったとき

年度の途中で他の市区町村から転入また
は他の市区町村へ転出したとき

年度の途中で保険料額が変更となったとき

納め方

年金定期払い（年6回）のときに天引きされます 特別徴収 普通徴収

※介護保険料の支払は原則として口座振替になります。口座振替への切り替えにご協力ください。

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

A

C

D

はい

いいえ いいえ

B

E

F

G

H

I

J

K

はい

いいえ

世帯内に住民税を
納めている方がいる

本人が住民税を
納めている

老齢福祉年金※1
を受給している

A：826,500円以下
B：826,500円超120万円以下
C：120万円超

本人の前年の合計所得金額が
D：120万円未満
E：120万円以上210万円未満
F：210万円以上320万円未満
G：320万円以上420万円未満

H：420万円以上520万円未満
I ：520万円以上620万円未満
J ：620万円以上720万円未満
K：720万円以上

世帯全員が住民税非課税でかつ本人の前年の合計所得金額（年
金収入にかかる所得分を除く）と課税年金収入額の合計が
826,500円超120万円以下
世帯全員が住民税非課税でかつ本人の前年の合計所得金額（年
金収入にかかる所得分を除く）と課税年金収入額の合計が120
万円超
住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前
年の合計所得金額（年金収入にかかる所得分を除く）と課税年金収入
額の合計が826,500円以下
住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前
年の合計所得金額（年金収入にかかる所得分を除く）と課税年金収入
額の合計が826,500円超
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
120万円未満
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満

※1　老齢福祉年金は明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

保険料の決め方と納め方は、
65歳以上の方と40～64歳の方でそれぞれ異なります。

段 階 対象者 保険料率 保険料（年額）

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
第7段階
第8段階
第9段階

×1.2
基準額

×1.3
基準額

×1.5
基準額

×1.7
基準額

×1.9
基準額本人が住民税課税で前年の合計所得金額が

420万円以上520万円未満第10段階
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
520万円以上620万円未満第11段階 ×2.1

基準額

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
620万円以上720万円未満第12段階 ×2.3

基準額

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
720万円以上第13段階 ×2.4

基準額

×0.485
基準額

×0.685
基準額

×0.9
基準額

×1.0
基準額

×0.285
基準額

・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者※1で世帯全員が住民税非課税
・世帯全員が住民税非課税でかつ本人の前年の合計所得金額
（年金収入にかかる所得分を除く）と課税年金収入額の合計が
826,500円以下

本人の前年の合計所得金額
（年金収入にかかる所得分を除く）と
課税年金収入額の合計が826,500円以下

本人の前年の合計所得金額
（年金収入にかかる所得分を除く）と
課税年金収入額の合計が

保険料の決め方・納め方納め方保険料の決め方・納め方

保険料は所得に応じて
市区町村ごとに決まります

65歳以上の方（第1号被保険者）の場合

あなたの保険料段階は？

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

決め方

23,300円

39,600円

55,900円

73,400円

81,600円

97,900円

106,000円

122,400円

138,700円

155,000円

171,300円

187,600円

195,800円

（基準額）

納め方納め方納め方納め方納め方

年額18万円以上でも、
こんなときは市区町村へ自分で納めます

保険料納付書

×2.4 195,800円
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